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1第 節
警察活動の基盤

	 1	 警察の体制
（１）定員

警察庁や都道府県警察の職員は、警察官、皇宮護衛官及び一般職員で構成されている。

図表７－１ 警察職員の定員（令和６年（2024年）度）

区分
警察庁 都道府県警察

合計
警察官 皇宮護衛官 一般職員 計

警察官
一般職員 計

地方警務官 地方警察官 小計

定員（人） 2,312 897 4,845 8,054 633 259,595 260,228 28,517 288,745 296,799

注１：数値は、令和６年４月１日現在
２：都道府県警察職員のうち、地方警務官については政令で定める定員であり、その他の職員については条例で定める定員である。

（２）警察力強化のための取組
社会情勢の変容に伴って複雑化する治安課題に的確に対処するため、多彩な能力や豊富な知

見を有する人材を確保・育成するとともに、こうした人材が活躍することができる環境の整備
を行うことが必要である。

このため、警察では、警察力強化のために次のような取組を強力に推進している。
①　優秀な人材の確保と育成
警察では、能力と適性を有する優秀な人材を確保するため、合同企業説

明会への参加や民間就職サイトを通じた情報提供を行っているほか、高度
な専門性を有する人材を確保するため、中途採用等を推進している。警察
庁では、警察官という職業の魅力をアピールするため、全国警察合同
WEBセミナーの開催、採用募集活動強化のための研修、警察庁ウェブサ
イトやSNSを活用した情報発信等を行い、都道府県警察の採用募集活動
を支援している。

また、職員の有する専門性に応じ、高度な技術が必要な業務に従事させ
るなどして更なる技術の向上等を図っているほか、実務経験が豊富で卓越
した専門的技能・知識を有する職員による指導・助言を体系的に行うなどして、他の警察職員の
専門的技能等の向上を図っている。
②　多彩な人材が活躍することができる環境の整備
警察では、多彩な人材が、その置かれている生活環境等にかかわらず、能力や知見を十分に

発揮することができるよう、超過勤務の縮減、休暇取得の促進のほか、男性職員の育児への参
加促進といった仕事と私生活の両立支援等を図り、ワークライフバランスの向上に努めるなど、
働きやすい職場環境の整備を推進している。

（３）女性警察官の採用・� �
登用の拡大

警察では、女性警察官の
採用に積極的に取り組んで
いる。女性警察官数は年々
増加しており、令和５年度
には1,810人（新規採用者
総数に占める比率は24.7％）
の女性警察官が採用された。

全国警察合同WEBセミナーの
広報ポスター

図表７－２ 都道府県警察の女性警察官数及び地方警察官に占める女性
警察官の割合の推移（平成27年（2015年）度～令和６年度）
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区分� 年度 平成27 28 29 30 令和元 2 3 4 5 6
地方警察官数（人） 259,972 261,124 262,130 262,245 261,782 261,967 261,852 261,975 261,994 262,556
女性警察官数（人） 20,947 22,119 23,410 24,587 25,540 26,664 27,697 28,637 29,737 30,645
割合（％） 8.1 8.5 8.9 9.4 9.8 10.2 10.6 10.9 11.4 11.7
注：数値は各年度４月１日現在
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女性警察官の幹部への登用も進ん
でおり、都道府県警察で採用され警
部以上の階級にある女性警察官は、
令和６年４月１日現在861人に上るほ
か、警察署長や警察本部の課長等に
も登用されている。

また、警察庁及び都道府県警察で
は、女性活躍推進法に基づく特定事
業主行動計画をそれぞれ策定し（注１）、
女性がその個性と能力を十分に発揮
して活躍することができるよう様々な
取組を推進している。

（４）教育訓練
警察職員には、適正に職務を執行するため、良識と確かな判断能力や実務能力が必要とされ

る。警察学校や警察署等の職場では、誇りと使命感に裏打ちされた高い倫理観と職務執行能力
を兼ね備えた警察職員を育成するため、教育訓練の充実強化を図っている。
①　警察学校における教育訓練
都道府県警察の警察学校、警察庁の管区警察学校、警察大学校等では、採用時及び昇任時の

教育訓練のほか、特定の業務分野に関する高度な専門知識及び技能を修得させるための教育訓
練を行っている。また、効率的かつ効果的に教育訓練を実施する観点から、オンライン形式に
よる教育訓練も行っている。
②　職場における教育訓練
警察署等の職場では、個々の警察職員の能力又は職務に応じた個人指導や研修会の開催等に

より、職務執行能力の向上を図っているほか、経験豊富な警察官や退職警察官の講義等を通じ、
専門的な知識及び技能の伝承に努めている。また、職務執行の際に求められる高い倫理観を培
うため、有識者による講習会等を行っている。
③　実戦的な術科訓練の推進
凶悪犯罪に的確に対処することができる精強な執行力を確

保するため、逮捕術、拳銃、柔道、剣道等の術科訓練を実施
している。特に、凶器等を所持した犯人と対峙する事案に柔
軟かつ迅速・的確に対処するための総合対処法訓練や、映像
射撃シミュレーター（注２）等による拳銃訓練をはじめとする実
戦的な訓練を推進している。

（５）警察職員の殉職・受傷
警察官は、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序の維持に当たるため、自

らの身の危険を顧みず職務を遂行し、その結果、不幸にして殉職・受傷をする場合がある。
警察では、殉職・受傷した警察職員又はその家族に対して、公務災害補償制度による公的補

償のほか、賞じゅつ金の支給等の措置をとっている。また、特記すべき職務執行に対しては、
警察庁長官による表彰を行っている。

実戦的な訓練

注１：�警察庁においては、「警察庁におけるワークライフバランス等の推進のための取組計画」を策定している。� �
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/20231001wlb.pdf

２：スクリーンに投影した映像に向け、レーザー光線で射撃を行う訓練装置

図表７－３ 都道府県警察で採用された女性警察官のうち警部
以上の人数の推移（平成27年度～令和６年度）
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警部以上の
女性警察官数（人） 349 392 447 498 553 611 672 738 803 861

注：数値は各年度4月1日現在
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	 2	 警察の予算と装備
（１）警察の予算

警察の予算は、警察庁予算と都道府県警察
予算から成る。このうち、警察庁予算には、
国庫が支弁する都道府県警察に要する経費と
補助金が含まれる。

令和５年度警察庁予算では、テロ対策と大
規模災害等の緊急事態への対処、サイバー空
間の脅威への対処に要する経費等を、補正予
算では、防災・減災、国土強靱

じん
化に向けた警

察の対処能力の強化に要する経費等を、それ
ぞれ措置した。

令和５年度の国民一人当たりの警察予算は
約３万円であった。

・総額　３兆4,308億2,700万円
・前年度比　313億5,600万円（0.9％）増
・全都道府県の一般会計予算総額の5.6％

②　都道府県警察予算（注３）

令和５年度当初予算（一般会計）
・総額　2,691億9,400万円
・前年度比　123億4,000万円（4.8％）増
・国の基礎的財政収支対象経費（注２）総額の0.3％

令和５年度当初予算（東日本大震災復興特別会計）
・総額　２億3,300万円

テロ対策と大規模災害等の緊急事態への対処、
サイバー空間の脅威への対処に要する経費等
を措置

令和５年度補正予算
・補正予算（第１号）総額　305億2,700万円

防災・減災、国土強靱化に向けた警察の対処
能力の強化、国民生活の安全・安心のための
各種対策の推進に要する経費等を措置

①　警察庁予算（注１）

（２）警察の装備
①　車両の整備
警察用車両として、パトカー、白バイ等が全国

に約３万9,500台整備されている。
警察では、車両の計画的な整備等により、即応

体制の確保に努めている。
②　装備品の整備
令和５年度は、テロ対策の推進、現場執行力の

強化、銃器対策の推進等を重点として、各種装備
品を整備した。

図表７－５ 都道府県警察予算�
（令和５年度最終補正後）

総額
3兆4,308億
2,700万円

人件費
２兆7,080億5,100万円

（78.9％）

施設費
2,913億5,300万円

（8.5％）

その他
4,314億2,400万円

(12.6％)

パトカー

図表７－４ 警察庁予算�
（令和５年度最終補正後）

人件費
941億9,000万円

 （31.3%） 

装備･通信･施設費
590億4,300万円

（19.6％）

補助金
622億2,100万円

（20.7％）

国費
2,384億2,000万円

（79.3％）
その他

851億8,800万円
（28.3％）

総額
3,006億

4,100万円

注１：情報システム予算としてデジタル庁に一括計上されたもの（令和５年度当初予算は305億8,200万円、補正予算は25億3,800万円）
を含み、交付税及び譲与税配付金特別会計繰入れのための経費515億5,700万円を除いたもの。

２：一般会計の歳出から国債費の一部を除いたもの。
３：各都道府県が、犯罪情勢・財政事情等を勘案して編成
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	 3	 管区警察局の活動
（１）管区警察局の役割

警察庁には、その地方機関として６つの
管区警察局、東京都警察情報通信部及び北
海道警察情報通信部が設置されている。

各般の警察行政事務を能率的に処理する
ため、管区警察局は、警察庁の事務の一部
を分担して所掌している。東京都と北海道
の区域は、管区警察局の管轄外とされ、必
要に応じ、警察庁が直接に指揮監督等を行
う。

（２）管区警察局の主な業務
①　府県警察に対する監察
管区警察局の監察機能は、平成12年以降の警察改革の一環として、各管区警察局に総務監察

部（注）を設置することにより強化されている。総務監察部門が管区内の府県警察に対する監察を
実施することで、警察事務の能率的運営と規律の保持に努めている。
②　府県の枠を超えた広域調整や災害対応
広域的な対処を必要とする重要事件の合同捜査・共同捜査、高速道路における広域的な交通

規制、交通取締り等の実施等に関し、府県警察に対する指導・調整を行っている。
また、一府県警察のみでは対処が困難な大規模災害の発生時には、被災状況等に関する情報

の収集・分析に当たるとともに、警察災害派遣隊の派遣等に関する調整を行うことで、国とし
ての危機管理機能を発揮している。
③　情報通信における全国警察の連携の確保や府県警察への技術支援
管区警察局情報通信部では、府県情報通信部と連携して、警察庁や都道府県警察を結ぶネッ

トワークの整備、管理等を行い、全国警察の有機的連携の確保に努めている。
また、府県警察の行う捜索・差押え等の現場に臨場し、記録媒体内の電磁的記録の損壊防止、

コンピュータの設定状況等の確認、証拠となる電磁的記録の抽出等の技術支援を行っている。
④　府県警察職員を対象とした教育訓練
管区警察局に附置された管区警察学校では、主として警部補及び巡査部長の階級にある府県

警察の職員を対象とした昇任時教育、専門的教育等を実施している。

CASE

近畿管区警察局では、令和５年８月、白バイ乗務員の
運転技能を向上させ、受傷事故の絶無を期すとともにそ
の士気の高揚を図り、もって道路交通の安全の維持に資
するため、大阪府警察との共催により、白バイ安全運転
競技会を開催した。
競技会では、近畿管区内の府県警察から出場した男女

38名の選手が日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮し、気迫
あふれる競技が繰り広げられた。

競技会の状況

図表７－６ 管区警察局の管轄区域

東北管区警察局

関東管区警察局

中部管区警察局

近畿管区警察局

中国四国管区警察局
九州管区警察局 

注：東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局は総務監察・広域調整部を設置している。
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	 4	 警察の情報通信
（１）警察活動を支える警察情報通信

警察では、事件、事故、災害が、いつどこでどのように発生しても的確に対応するため、様々
な情報通信システムを開発し、それらを全国に整備するとともに、その高度化のための取組を推
進している。

具体的には、独自に整備・維持管理している無線多重回線や、電気通信事業者の専用回線、衛
星通信回線等で構成される全国的な通信ネットワークによって、警察庁、管区警察局、警察本部、
警察署、交番等を結びつつ、車載通信系（注１）、署活系（注２）、携帯通信系（注３）といった移動通信シス
テムを構築することで、警察活動に不可欠な情報の迅速かつ確実な伝達を実現している。

また、指名手配被疑者、盗難車両等に関する情報を警察庁に一元的に登録することによって第
一線の警察官からの照会に即時に回答したり、運転免許に関する情報を全国一元管理することに
よって適切な行政処分を実施したりするための情報システムを全国に構築することで、第一線の
警察活動を支えるとともに、迅速な警察行政の実現に貢献している。さらに、現在、警察庁では、
警察共通基盤（注４）を整備して従来のシステムを集約・統合するなどし、警察における情報システ
ム全体の合理化・高度化に取り組んでいる。

こうした警察情報通信の円滑な運営を図るため、国の機関である全国の情報通信部に、情報通
信に関する専門的な技術を有した職員を配置している。

図表７－７ 警察活動を支える警察情報通信

　大規模な事故や災
害の発生に際して、
現場の状況を把握し
て的確な指示を行う
ため、現場で撮影し
た各種映像等を伝送

　無線多重回線、電気通信事業者
の専用回線等により、警察庁、都
道府県警察の本部等を結ぶ各種情
報通信システムの基盤
　災害に強いものとするため、複
数ルート化を実施

○車載通信系
　警察本部を中心に警察署、パトカー、警察用航空機等を結ぶ無線通信系
○署活系
　警察署を中心に所属する警察官を結ぶ無線通信系
○携帯通信系
　機動隊による部隊活動等、局所的な警察活動での無線通信系

登録・照会

回答

警察庁 無線中継所

無線中継所

警察署

交番

通信衛星

パトカー

警察用航空機

災害警備本部等

警察官（地域）

衛星通信車
警察官（災害現場等）

移動通信
（署活系）

移動通信
（携帯通信系）

移動通信
（車載通信系）

警察本部

照会

回答

登録・照会

回答

運転免許証発行

運転免許試験場等

衛星通信

基幹通信

情報処理センター

衛星通信 基幹通信 移動通信

情報システム
照会センター等

注１：警察本部を中心に警察署、パトカー、警察用航空機等を結ぶ無線通信系
２：警察署を中心に所属する警察官を結ぶ無線通信系
３：機動隊による部隊活動等、局所的な警察活動での無線通信系
４：212頁参照
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高度警察情報通信基盤システム（PⅢ）の現場での活用状況

平成31年４月から全国警察で運用を開始したPⅢ（ポリストリプルアイ）（注１）は、画像収集機能や多言
語翻訳機能のほか、スマートフォンやタブレット端末とIPR形警察移動無線通信システム（注２）の無線機を
ペアリングすることにより、通常では警察無線が届かない地域等での無線通話を可能とする機能等を搭載
しており、様々な警察活動で活用されている。

図表７－８ PⅢの現場での活用状況

現場の地理情報
等を表示

110番事案情報
一覧表示

110番事案情報表示機能 多言語翻訳機能

データ端末に入力
した音声又は文字
を翻訳

30言語に対応

映像送信

警察本部

送信

110番映像通報システムとの連携

通報者が送信した映像を警察本部で
ＰⅢに送信することによりデータ端
末で閲覧可能

通報者

データ端末

（２）機動警察通信隊の活動
全国の情報通信部に設置されている機動警察通信隊で

は、事件、事故、災害、警衛・警護や雑踏警備、犯罪の
捜査等に際し、現場の警察活動の基盤となる通信を確保
するための様々な活動を行っている。

令和５年度は、「令和６年能登半島地震」の発生時等
に出動し、警察本部と現場警察官との間の指揮命令や連
絡等が円滑に行われるよう、警察通信施設の機能維持活
動（注３）や無線の不感地帯対策（注４）、現場映像の撮影・伝
送等の情報通信対策を講じた。

（３）情報管理の徹底
警察では、機密情報を取り扱うことから、警察庁において、警察情報セキュリティポリシー（注５） 

の策定・改正等を通じ、情報セキュリティの向上のための総合的な対策を進め、厳格な情報管
理の徹底に努めている。

具体的には、警察内部ネットワークと外部ネットワークの分離、外部記録媒体の利用制限等
をはじめ、情報流出等を防ぐための技術的環境を整備するとともに、警察職員の情報の取扱い
に係る規範意識の向上のための取組を推進している。

また、警察庁及び全都道府県警察にCSIRT（注６）を設置し、情報セキュリティインシデント（注７）

の発生時における情報集約・分析や被害拡大防止等に万全を期している。
さらに、これらの取組の実効性等を検証するため、都道府県警察等を対象とした情報管理業

務監査及び情報セキュリティ監査を継続的に実施している。

「令和６年能登半島地震」における�
警察部隊の活動状況の撮影・伝送

注１：Police Integrated Info-communication Infrastructure の略
２：Integrated Police Radioの略。警察が独自に整備・維持管理している耐災害性に優れた移動通信システムであり、通常では警察無線が

届かない地域や災害現場においても、パトカー等に搭載された無線機が、その周囲の無線機の通信を臨時に中継することで、現場警察官
相互の無線通話を可能にする機能等を有している。

３：具体的な活動事例については、35頁参照（トピックスⅤ）
４：臨時の無線中継所の設置・運用を行い、警察無線が届かない地域等での無線通話を可能にすること。
５：警察情報セキュリティに関する規範の体系
６：Computer Security Incident Response Teamの略
７：不正プログラム感染事案等情報セキュリティの維持を困難とする事案
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	 5	 警察活動の高度化・合理化
技術革新や少子高齢化等の進展が社会に大きな変革をもたらしている中で、警察は、これらに

適応し、新たに生じ、又は変化する脅威に的確に対応していく必要がある。また、デジタル化施
策の推進等を通じ、国民の利便性向上や負担軽減を図っていくことが求められている。

このような状況の中、警察では、警察活動への先端技術等の導入や、警察が所管する行政手続
のオンライン化等を強力に推進し、警察活動の高度化・合理化を図っている。

（１）先端技術等の活用による警察力の強化に向けた取組
警察活動に科学技術を導入するに当たっては、全国の警察活動における技術ニーズを的確に

把握するとともに、幅広い技術シーズの動向や研究開発状況等に関する情報を集約する必要が
ある。社会経済情勢の変化に伴う都道府県警察の技術ニーズの変化を捉えるため、警察庁では、
全国的な調査分析を継続的に実施している。また、科学技術そのものも、世界各国における研
究開発を通じて日進月歩で発展していることから、警察庁では、国内外の企業、学術研究機関、
法執行機関等から、警察活動に導入し得る技術シーズに関する情報を幅広く集約している。

さらに、警察活動の現場に先端技術を安全かつ適切に導入するためには、あらかじめその課
題や効果を的確に把握する必要があることから、警察庁では、先端技術の導入を検討するに当
たって事前に実証実験を実施
するなど、当該先端技術の導
入による効果やその活用の在
り方について検証・評価を
行っている。

また、警察庁では、少子高
齢化等により限られた人的・
財政的資源の下で最大限の効
果を上げることができるよう、
こうした取組を通じ、AIや
無人航空機といった先端技術
等の積極的な活用による警察
力の強化を図っている。

（２）警察における情報システムの合理化・高度化に向けた取組
警察では、組織全体の情報システムの有効性の向上、重複する機能の排除、取り扱うデータ

の効果的な活用の推進を図るため、現場の警察活動や警察行政を支える情報システムについて、
その利用に係る業務プロセスの全体的な見直しを実施するとともに、情報システムの共通化・
集約化を図るなど、情報システムの合理化・高度化に向けた取組を推進している。

警察庁では、平成30年度以降、警察庁及び各都道府県警察の従来のシステムを集約・統合し
つつ、個々のシステム同士の連携を容易にするなどの構想を実現するため、警察における情報
システムの在り方について検討を進め、令和３年４月、警察共通基盤の運用を開始した。

図表７－９ 科学技術の導入に向けた取組

部外研究開発

実証実験を通じた実現

研究開発主体

部内研究

警察活動の課題
（技術ニーズ把握）

科学技術の調査
（技術シーズ収集）

警
察
庁
内
部
部
局

都
道
府
県
警
察

警察行政への技術的
イノベーションの導入

警察庁長官官房技術組織（注）

企

業

学
術
研
究
機
関

法
執
行
機
関

注：�令和４年４月に警察庁長官官房に設置された、技術総括審議官、技術企画課、通信基盤課及び
参事官（情報化及び技術革新に関する総合調整担当）で構成される組織
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令和５年１月には運転者管理システム（注１）が、令和５年３月には遺失物管理システム（注２）が、
それぞれ一部の都道府県警察において警察共通基盤上での運用を開始しており、また、令和６
年４月には指名手配被疑者、盗難車両等に関する情報を管理するシステムが、警察共通基盤上
での運用を開始した。その他のシステムについても警察共通基盤上での運用に向けて検討を進
めている。

図表７－10 各種情報システムの警察共通基盤への集約

A県警察 B県警察 C県警察 A県警察 B県警察 C県警察

警察庁
警察庁

（警察共通基盤）

業務継続性の確保

現場の警察活動や警察行政を円滑に行うためには、警察における情報システムの安定的・継続的な稼働
が不可欠である。このため、警察庁では、大規模災害が発生するなどして警察施設が損傷等を受けた場合
においても、情報システムが停止することがないよう、その運用拠点を多重化することとし、令和５年９
月から２拠点での運用を開始した。また、耐災害性の高い情報システムの整備・維持管理や発災時を想定
した訓練を実施するなどして、業務継続性の確保に係る取組を推進している。

（３）警察行政手続のデジタル化に向けた取組
警察が所管する行政手続について、利用者中心の行政サービスを実現するため、一層の国民

の利便性向上や負担軽減を図っていくことが求められている。警察庁では、現在、マイナンバー
カードと運転免許証の一体化（注３）、遺失物関係手続のオンライン化（注４）の全国展開、反則金の納
付方法の多様化等に向けた取組・検討を進めている。

注１：運転免許に関するデータ等を取り扱うシステム
２：91頁参照（第２章）
３：161頁参照（第５章）
４：91頁参照（第２章）
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	 6	 留置施設の管理運営
（１）留置施設の管理運営

令和５年４月１日現在、留置施設は全国で1,055施設（収容基準人員（注１）２万1,167人）設
置されている。警察では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、捜査と
留置の分離を徹底しつつ、被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進しており、月
に２回の健康診断の実施、健康に配慮した食事の提供、冷暖房装置の整備等のほか、次のよう
な取組を行っている。
①　女性被留置者に対する適切な処遇
警察では、女性被留置者に対してより適切な処遇を行うという観点から、女性被留置者のみ

を留置し、女性警察官が常時看守業務に従事する女性専用留置施設の設置を推進している。ま
た、留置施設への女性警察職員の配置を進めるなど、物的及び人的基盤の整備を進めている。

図表７－12 留置業務に従事している女性警察職
員数の推移（平成31年～令和５年）

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400

1,800
1,600

平成31 （年）

（人）

1,5571,5571,557 1,6251,6251,625

43

1,6121,6121,612

令和2

1,7101,7101,710

5

1,7401,7401,740

注：各年4月1日現在

図表７－11 女性専用留置施設数の推移�
（平成31年～令和５年）

0

20

40

60

80

120

100

平成31 54 （年）

（施設）

令和2

9494 9595 9797

3

9595 101101

注：各年4月1日現在

②　外国人被留置者に対する適切な処遇
警察では、外国人被留置者向けに、複数の言語の告知書（注２）を用意しているほか、被留置者

の信仰する宗教を踏まえた食事の提供を行うなど、言語や宗教等の違いに配慮した処遇に努め
ている。
③　留置施設に対する巡察
警察庁では、被留置者の処遇を全国的に斉一にするため、毎年度全ての都道府県警察の留置

施設に対し計画的な巡察を実施している。また、都道府県警察では、巡察の結果等を踏まえて、
留置施設の運営の改善を図っている。
④　留置施設視察委員会
留置施設の運用状況の透明性を高めるため、警察

部外の第三者から構成される機関として、留置施設
視察委員会（以下「委員会」という。）が、都道府県
警察本部及び方面本部に設置されている。委員会は、
弁護士等の法律関係者や医師、地域住民等の委員で
構成されている。各委員は、留置施設を実際に視察
し、被留置者と面接するなどして留置施設の実情を
把握した上で、委員会として留置業務管理者（警察
署長等）に意見を述べるものとされ、留置業務管理
者は、委員会からの意見を踏まえ、留置施設の運営
の改善を図っている。また、警視総監、道府県警察
本部長及び方面本部長は、委員会からの意見及びこ
れを受けて警察が講じた措置の概要を公表すること
とされている。

図表７－13 留置施設視察委員会委員の
職業別割合�
（令和６年１月１日現在）

医師等
20.8%

弁護士
21.6%

地方公共
団体職員
13.2%

大学関係者
9.6%

その他の職業
27.6%

無職
7.2%

全国合計250人
（うち女性92人）

注１：留置施設の定員数
２：留置の開始に際し、留置施設での処遇について説明するための書面
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（２）被留置者の収容状況
被留置者の年間延べ人員の推移は、図表７－14のとおりであり、留置施設の収容率（注）の推移

は、図表７－16のとおりである。留置施設においては、一時的に過剰な収容状態となる場合が
依然としてあることから、警察では、警察署の建て替え等に際して十分な規模の留置施設を整
備したり、拘置所等刑事施設への早期の移送を要請したりするなどして、収容力の確保を図っ
ている。

図表７－14 被留置者延べ人員の推移（平成26年～令和５年）

5
0

100

200

300

400

平成26 28 令和元30 43229 （年）

（万人）

27

区分� 年次 平成26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 5
被留置者延べ人員（人） 3,478,210 3,482,190 3,325,783 3,123,911 3,077,896 2,938,484 2,956,420 2,871,309 2,763,569 2,993,010

指数 100.0 100.1 95.6 89.8 88.5 84.5 85.0 82.6 79.5 86.1
うち外国人延べ人員 282,221 307,769 303,156 331,673 372,186 391,239 421,724 392,568 367,477 440,038

指数 100.0 109.1 107.4 117.5 131.9 138.6 149.4 139.1 130.2 155.9
うち女性延べ人員 391,762 388,977 356,831 345,011 342,927 337,794 345,864 329,900 307,555 334,646

指数 100.0 99.3 91.1 88.1 87.5 86.2 88.3 84.2 78.5 85.4
うち少年延べ人員 131,125 122,670 107,412 101,769 103,803 93,073 87,138 76,479 84,006 99,910

指数 100.0 93.6 81.9 77.6 79.2 71.0 66.5 58.3 64.1 76.2
注：指数は、平成26年を100とした場合の値である。

留置施設の整備に当たっては、被留置者の居室を並列に配置し、居室前面の一部に遮蔽板を
設けたり、留置施設内の風通しや採光に配慮したりするなど、被留置者のプライバシー保護や
人権に配慮した設計を取り入れている。

図表７－15 留置施設の収容基準人員の推移（平成26年～令和５年）

21,886 21,667 21,625 21,351 21,605 21,16821,39321,609 21,16721,237

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
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平成26 令和231 3 43029 （年）
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527 28

注：各年4月1日現在

留置施設内（居室区画）の状況

図表７－16 留置施設の収容率の推移（平成26年～令和５年）
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5427

注：年間平均値 留置施設内（浴室）の状況

注：留置施設の定員数に対する被留置者の割合
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	 7	 皇宮警察本部の活動
警察庁に附置されている皇宮警察本部は、天皇皇后両陛下及び上皇上皇后両陛下並びに皇族

殿下方の護衛、皇居、赤坂御用地等の警備等を行っている。
①　天皇及び上皇並びに皇族の護衛
天皇皇后両陛下及び上皇上皇后両陛下並

びに皇族殿下方の安全を確保するため、皇
宮護衛官のうち、側衛官が、皇居、御所等
はもとより、国内外において御身辺の直近
で護衛に当たっている。

令和５年中は、天皇皇后両陛下がインド
ネシアを御訪問になった際等に、海外に側
衛官を派遣し、御身辺の安全を確保した。
②　皇居、御所等の警備
皇居、赤坂御用地、各御用邸、京都御所、

正倉院等の安全を確保するため、主に６都府
県（注１）において警戒警備活動を行っている。

令和５年中は、新年一般参賀が３年ぶりに
再開され、また、御即位後初となる天皇誕生日一般参賀が開催されたことから、所要の体制を確立
し、不法事案及び雑踏事故の未然防止に万全を期した。
③　国賓等の護衛
国賓として来日した外国要人の皇居参内や、信任状の捧呈に伴う特命全権大使の皇居参内に

際して、騎馬、サイドカー（注２）等で護衛に当たっている。

皇宮警察音楽隊

皇宮警察音楽隊は、昭和27年（1952年）12月に発足して
以降、春・秋の園遊会、国賓の皇居参内、東日本大震災の被災
地慰問、祝賀御列の儀等、様々な場面での演奏活動に従事して
いる。
令和５年11月には、皇居内の桃華楽堂において、天皇皇后
両陛下のほか、上皇上皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、佳
子内親王殿下、彬子女王殿下、高円宮妃殿下の御臨席を仰ぎ、
創設70周年記念演奏会を開催した。

創設70周年記念演奏会の状況

図表７－17 皇宮警察本部の活動地

那須御用邸
御料牧場

葉山御用邸須崎御用邸
正倉院

皇居
赤坂御用地
常盤松御用邸
高輪皇族邸

京都御所
桂離宮
修学院離宮

注１：栃木、東京、神奈川、静岡、京都及び奈良
２：側車付大型自動二輪車
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	 8	 研究機関の活動
（１）警察政策研究センター

警察大学校に置かれている警察政策研究センターは、
様々な治安上の課題に対する調査研究を進め、政策提言
を行うとともに、警察と国内外の研究者等との交流の拠
点として活動している。
①　フォーラムの開催
警察政策研究センターでは、関係機関・団体と連携し、

国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に関する
フォーラムを開催している。

図表７－18 フォーラムの開催状況（令和５年度）

開催月 フォーラムのテーマ 基調講演者

令和５年10月 「公共空間化」するサイバー空間の安全安心の確保～官民の多様な主体連携～
NCFTA（注）ニューヨーク支部 ディレクター　
Jay Kramer

令和６年３月 大阪・関西万博における安全・安心の確保 京都大学防災研究所教授 
多々納　裕一

注：National Cyber-Forensics and Training Allianceの略

CASE
令和５年10月、公益財団法人日工組社会安全研究財団との共催により、「「公共空間化」する

サイバー空間の安全安心の確保～官民の多様な主体連携」をテーマとするフォーラムを開催した。
専門家及び警察庁の職員による講演・パネルディスカッションが行われ、活発に意見交換がなさ
れた。また、同フォーラムは特設サイトにおいてオンデマンドで配信された。

②　大学関係者との共同研究の推進
警察政策研究センターでは、大学関係者と共同して研究活動を行っている。これまでに、例

えば、テロ等の各種治安事象への対策を講じるに当たって、国民の自由と安全をいかにバラン
ス良く保障していくかについて、慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、憲法学的見地から
の共同研究を行っている。
③　大学・大学院における講義の実施
警察政策研究センターでは、警察政策に関する研究の発

展及び普及のため、京都大学法科大学院・公共政策大学院、
中央大学法学部・総合政策学部、東京大学公共政策大学院、
東京都立大学法学部、一橋大学国際・公共政策大学院、法
政大学法学部及び早稲田大学法科大学院に職員を講師とし
て派遣し、警察行政や社会安全政策論に関する講義を実施
している。
④　警察に関する国際的な学術交流
警察政策研究センターでは、海外で開催される国際的な学術会議に参画し、日本警察に関す

る情報発信を行っている。また、韓国警察庁警察大学治安政策研究所、フランス高等治安・司
法研究所及びドイツ・フライブルク大学安全・社会センターとの間で協定を締結し、警察に関
する国際的な学術交流を実施している。

フォーラムの開催

大学・大学院での講義
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⑤　海外調査研究員の派遣
警察政策研究センターでは、海外調査研究員を海外の大学・大学院や行政機関等に１年間派

遣し、警察に係る外国の法制度等について調査研究を行っている。令和４年から令和５年にか
けて、６人を米国等に派遣し、サイバー犯罪捜査をはじめとする最新の海外の取組について調
査研究を行った。

（２）警察情報通信研究センター
警察大学校に置かれている警察情報通信研究セン

ターでは、警察に係る情報通信に関する研究を行っ
ており、その成果は、犯罪捜査の効率化や警察にお
ける情報通信システムの整備に活用されている。

例えば、犯罪捜査等の効率化のため、防犯カメラ
等に記録された低照度・低画質な画像の鮮明化技術
等の画像処理に関する研究を行っている。

（３）科学警察研究所
科学警察研究所は、最新の科学技術に基づき警察活動を支えるため、警察庁に附置されてい

る研究機関である。その業務は、科学技術を犯罪捜査や犯罪予防に役立てるための研究、その
研究成果を活用した鑑定・検査及び都道府県警察の鑑定技術職員に対する技術指導を行うため
の研修という三つの柱から構成されている。
①　犯罪捜査等のための研究
科学警察研究所では、犯罪捜査をはじめとする警察活動への実用化の観点から科学技術の研

究を行うとともに、鑑定等に利用する技術、資機材等についての検証等を行っている。科学警
察研究所の研究によって確立・実証をされた知識や技術は、犯罪捜査における鑑定・検査に活
用されており、DNA型鑑定、違法薬物の分析、画像解析、ポリグラフ検査、プロファイリング
等を通じて、事件の解明、被疑者の検挙等に貢献している。

研究例 土壌及び植物試料からの除草剤分析

植栽や農作物に除草剤が散布される器物損壊事案を想定し、
散布現場付近の土壌や枯葉等の試料から、グリホサートやパラ
コートをはじめとする複数の主要な除草剤成分を簡便な前処理法
で同時検出する手法を開発した。類似の研究例は過去に知られて
いなかったところ、本手法は、近年多発した街路樹への除草剤散
布が疑われる事案等において、都道府県警察の鑑定実務に貢献
している。

グリホサート

グルホシネート

パラコート

ジクワット

保持時間（分）
2 4 6 8 10

除草剤散布

除草剤散布により枯れた植物からの分析

画像処理に関する研究
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研究例 犯罪者プロファイリング分析ソフトウェアの開発に関する研究

プロファイリング（注１）の高度化の一環として、時空間モデ
リングアプローチや機械学習等の先端技術を用いた手法の開
発を行っている。また、手法の開発に加えて、現場の捜査員
や分析担当者向けに、開発したプロファイリング手法を導入
したソフトウェアの構築を行っている。最新版のソフトウェ
アは令和３年に全国配布し、全国の捜査支援業務で活用され
ている。現在は特に、複数犯行が同一犯による犯行か否かの
推定を行う事件リンク分析や、犯人の年齢層や前歴等の推定
を行う犯人像推定の手法の開発を進めている。今後、これら
の新たな手法についても、精度検証を行い、同ソフトウェア
に機能を追加することで、プロファイリング分析の総合的な
高度化を図ることとしている。

事件リンク分析の出力イメージ（デモデータによる。）
背景地図は国土地理院が公開する土地利用データを加
工して作成
https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/gm_jpn.html

研究例 新たなモビリティの関わる交通事故の研究

近年、電動キックボード等の新たなモビリティの普及が進ん
でいるが、これらのモビリティは搭乗姿勢や走行性能が従来の
乗り物とは異なり、事故発生時の乗員の挙動や受傷過程が不明
である。そこで、実車実験及びコンピューターシミュレーショ
ンの活用により、これらモビリティの関わる交通事故を再現
し、交通鑑識活動に必要な知見の蓄積や、ヘルメット等の防護
具の着装による被害軽減効果の検証を行っている。

 

実車及びシミュレーションによる交通事故の再現

②　鑑定・検査
科学警察研究所では、ミトコンドリアDNA検査（注２）、薬物プロファイリングによる異同識別

等の高度な専門的知識や技術が必要とされる鑑定や、火災の再現実験等の特殊な設備や技術が
必要とされる鑑定を実施している。また、偽造通貨及び銃器の弾丸・薬きょう類については、
全て科学警察研究所が資料の鑑定を行っている。
③　法科学研修所における研修
科学警察研究所に置かれている法科学研修所では、主に都道府県警察の科学捜査研究所及び

鑑識部門で勤務する職員を対象として、鑑定・検査及び鑑識活動に必要となる専門的知識に関
する研修を行っている。また、国内外の大学、研究機関等に、研修生をおおむね３か月から６
か月までの期間にわたって派遣し、専門性を高めるための研究に従事させることによって、新
たな鑑定手法の開発等に役立てている。

注１：88頁参照（第２章）
２：細胞核ではなく、細胞内のミトコンドリアに存在するDNAの塩基配列を分析する検査。同配列は、男女を問わず母親の配列と同一とな

るため、母子や兄弟姉妹間の比較に有効とされる。
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2第 節
国民の期待と信頼に�
応えるための警察運営

	 1	 国民の期待と信頼に応える警察
（１）監察の実施と苦情を活用した業務改革の推進
①　監察
警察庁及び都道府県警察では、その能率的な運営及び規律の保持に資するために、国家公安
委員会が定める監察に関する規則に基づき、厳正な監察を実施している。

図表７－19 監察に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第２号）

公安委員会への報告

□監察実施計画の内容に応じ、毎年
度少なくとも１回、監察実施状況
を報告

監察の実施

□監察実施計画に従って実施
□必要があると認めるときに実施

監察実施計画の作成

□毎年度、次の事項について作成
し、公安委員会に報告
・監察の種類　　・監察の実施項目
・監察対象部署　・監察の時期

令和５年（2023年）度中、警察庁においては、都道府県警察等に対して監察を実施し、警護
の検証・見直しを踏まえた各種施策及びサイバー空間の脅威に関する諸対策の推進状況につい
て指導するなど業務改善を図った。
②　苦情を活用した業務改革の推進
都道府県警察では、職員の職務執行に対する苦情に誠実に対応するとともに、個々の苦情や
その傾向を踏まえて業務改善を図るなど、苦情を活用した組織的な業務改革を推進している。

（２）適正な予算執行の確保
警察では、適正な予算執行を確保するため、次のような取組を行っている。
①　警察が行う会計監査
国家公安委員会が定める会計の監査に関する規則に基づき、警察庁長官、警視総監、道府県
警察本部長及び方面本部長は、監査手法に改善・工夫を加えながら、一層適正な会計経理を推
進するため、会計監査を実施している。
令和５年度中、警察庁においては、警察庁内部部局、附属機関、地方機関及び都道府県警察
のうち、93部署を対象に会計書類の点検を行うとともに、捜査費の執行に直接携わった捜査員
1,046人を含む2,131人に対して聞き取りを実施するなどした。
②　会計業務の改善に係る取組
警察庁では、会計業務の改善に関する取組を全庁を挙げて推進するため、関係職員から構成
される警察庁会計業務改善委員会及び外部有識者から構成される警察庁会計業務検討会議を開
催して、行政事業レビュー、調達改善の取組等を通じ、会計業務の改善に努めている。

（３）良好な治安の確保のための政府を挙げた対策と警察の取組
良好な治安を確保し、国民の生命等を守ることは、国の基本的な責務であって政府の最も優
先すべき取組の一つであり、様々な社会・経済活動の前提である。こうした認識の下、政府で
は、平成25年（2013年）に「「世界一安全な日本」創造戦略」を策定するなど、政府一体と
なって治安改善のための取組を推進してきた。その結果、我が国の治安は一定の改善がみられ
る一方で、近年における社会の変化に伴い、様々な治安課題が生じている。こうした課題に的
確に対処し、犯罪対策を着実に推進すべく、令和４年12月、「「世界一安全な日本」創造戦略
2022」が、第35回犯罪対策閣僚会議において決定されるとともに、閣議決定された。
この戦略は、今後５年間を視野に、各種課題に的確に対処し、国民の治安に対する更なる信
頼感を醸成し、我が国を世界一安全で安心な国とすることを目標としている。警察では、関係
機関・団体と緊密に連携して、この戦略に基づく取組を推進していくこととしている。
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警戒の空白を生じさせないための組織運営

サイバー空間や先端技術の利用の拡大、人口構造の変化等、我が国の社会情勢が大きく変化し、また、
我が国を取り巻く国際的な情勢も目まぐるしく変化する中、警察は、こうした変化が国内の治安情勢に与
える影響を見極め、直面する治安課題に的確に対処していく必要がある。
そのためには、日々の組織運営に当たり、安易な前例踏襲や部門間の縦割り等を排するとともに、少子
化に伴う就職適齢人口の減少、地方の過疎化と都市部への人口集中、人々の働き方の変化等を踏まえつ
つ、有限である警察組織内部のリソースを一層効果的に活用するための取組を推進する必要がある。
こうした認識の下、令和５年７月、警察庁において、①部門を超えたリソースの重点化等、②能率的で
メリハリのある組織運営、③先端技術の活用等による警察活動の更なる高度化、④働きやすい職場環境の
形成等を柱とする「警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針」を策定するとともに、同指針に基
づき、「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点」を取りまとめた。

１�　人的リソースの重点化等により体制を抜本的に強化して推
進すべき事項

①　サイバー空間における対処能力の強化
　・�　高度な専門的知識及び技術を要するサイバー事案に対処

するための体制の拡充
　・�　警察官の計画的人材育成、技官のキャリアパスの見直し

等による警察組織全体のサイバー対処能力の向上
②　匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的な取締りの強化
　・�　暴力団とは別に、準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グ

ループに対する実態解明・検挙体制の構築
　・�　保安部門と組対部門との連携強化による繁華街対策の強

化
③　特殊詐欺に係る広域的な捜査連携の強化
　・�　捜査嘱託受理体制の強化を図るとともに、捜査連携の円

滑化に向けた取組を推進
④　経済安全保障の確保その他の対日有害活動対策の強化
　・�　情報収集体制強化に向けた取組の加速化、外国語能力を

有する職員を含む体制の拡充
⑤　要人に対する警護等の強化
　・�　訓練の高度化、警護員の機動的な運用のほか、必要に応

じて体制を拡充
⑥　ローン・オフェンダー等に対する対策の強化
　・�　情報収集、危険度評価、対応方策等、部門の枠を超えた

対策の強化
⑦　自転車その他の小型モビリティ対策の強化
　・�　交通部門と地域部門の連携による自転車等指導取締りの

推進

２�　組織内の人的リソースを一層有効に活用するために業務の
効率化・合理化のための見直しを行うべき事項

⑴�　情勢に応じた警察の活動拠点や所属の在り方等の見直しを
検討するべき事項

　①　警察署の業務見直し
　②　交番、駐在所等の在り方の見直し
　③　本部執行隊等の在り方の見直し
⑵�　限られた人的リソースの有効活用の観点から業務の実施方
法等の見直しを検討するべき事項

　①　メリハリのある地域警察活動の推進
　②　交通指導取締りや交通規制の在り方の見直し
　③　交通事故事件捜査の在り方の見直し
　④　引き当たり捜査への情報通信技術の活用
　⑤　業務上過失事件等の捜査の加速化
　⑥　保管場所標章関係業務の見直し
　⑦　許可等関係事務の業務集約
　⑧　庶務・会計業務の集約

３　その他
⑴�　広域的に行われる犯罪等に効率的に対処するための所属を
超えた連携の強化

　①　効率的なサイバーパトロール等のための連携強化　等
⑵　先端技術の活用等による警察活動の更なる高度化
　①　留置管理業務の高度化　等
⑶　働きやすい職場環境の形成等

警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点

この「指針」と「重点」に基づき、警察庁において、法律改正（注１）を含む各種の制度改正や第一線の業
務の在り方に関する基準の見直し等を実施するとともに、都道府県警察において、令和６年４月までに、
サイバー空間における対処能力の強化、匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的な取締りの強化、要人
に対する警護等の強化等の「人的リソースの重点化等により体制を抜本的に強化して推進すべき事項」に
関して総勢2,700人以上の体制の増強を行い、各種対策を強化している。このほか、令和６年能登半島
地震の発生やSNS型投資・ロマンス詐欺の急増等、その時々の情勢の変化に的確に対応するための部門
横断的な取組（注２）を推進している。
警察では、引き続き、国内外の諸情勢が変化する中において、治安事象への対応に警戒の空白が生じる
ことのないよう、情勢の変化と組織の現状を俯瞰的に分析し、警察組織全体の最適化を図るためのリソー
スの再配分を含めた総合的な対策を強力に推進することにより、国民の期待と信頼に応える警察運営を
図っていくこととしている。

注１：銃砲による凶悪事件を踏まえた規制の強化と警察の取組については26頁（トピックスⅠ）を、良好な自転車交通秩序を実現させるため
の取組については28頁（トピックスⅡ）を、それぞれ参照

２：令和６年能登半島地震への対応については34頁（トピックスⅤ）を、SNS型投資・ロマンス詐欺対策については５頁（特集）を、それ
ぞれ参照
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	 2	 国民に開かれた警察活動
（１）警察署協議会
警察が地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際しては、地域住民の意
見、要望等を十分に把握するとともに、地域住民の理解と協力を得ることが必要である。
このため、原則として全国の全ての警察署に警察署協議会が置かれており、警察署長が地域
住民の意見を聴くとともに、理解と協力を求める場として活用されている。

～なみえ創成小学校における安全マップ作成～ 
（福島県双葉警察署協議会会長　髙野利彦）

双葉警察署協議会は、11人で構成され、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の被災者である住
民の代表として、地域の特徴を踏まえながら活発に活動しています。
管内は、復興に向けた除染や家屋解体、廃炉作業等で交通量が多いことや、地震の影響による危険箇所
が今もあることから、通学路の安全マップ作成について要望をしました。双葉警察署において、なみえ創
成小学校に打診し、浪江町役場との連携を図った結果、小学生が学校周辺を中心に点検を実施し、危険な
横断歩道や冠水する地下道等を特定し、参加者全員で安全マップを作成しました。マップは関係機関で基
礎資料として共有され、町の広報誌や「道の駅なみえ」などにも掲示され広く紹介されました。
私たち協議会からの意見がこのように警察業務に反映されることを誇りに思い、これからも協議会の一
員として地域の安全・安心の確保に尽力していきたいと考えています。

通学路の点検状況 作成した安全マップ

（２）情報公開制度
警察庁では、警察庁訓令・通達公表基準に基
づき、訓令及び施策を示す通達を原則として公
表することとし、ウェブサイトに掲載している。
また、窓口を設置し、行政機関の保有する情報
の公開に関する法律に基づく開示請求を受け付
けるとともに、警察白書や統計、報道発表資料
等の文書を一般の閲覧に供している。

図表７－20 令和５年度中の開示請求等の件数
（情報公開）

開示請求 決定
全部開示 一部開示 不開示

国家公安委員会 1 0 0 1
警察庁 301 103 108 45
注：�前年度から繰り越した請求に対して決定を行ったもの、開示請求の受

理後に請求が取下げられたもの、請求に対する決定が次年度以降に繰
り越しとなったものなどが含まれることから、開示請求の件数と請求
に対する決定の合計数は異なっている。
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（３）個人情報保護
警察庁では、警察庁における個人情報等の管
理に関する訓令を制定し、個人情報の管理体制
を定めるなどして保有する個人情報を適正に取
り扱うこととしている。また、窓口を設置し、
個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求
を受け付けている。

（４）政策評価
国家公安委員会及び警察庁は、「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計
画」を策定し、同計画に基づき策定した政策評価実施計画に従って、毎年度、政策評価を実施
し、評価書等を警察庁ウェブサイトにおいて公表している。令和５年度は、政策評価に関する
基本方針（平成17年12月16日閣議決定）の一部変更を踏まえ、計画期間を３年とする新たな
基本計画を策定するとともに、その実施に当たっては、従来採用してきた評価の手法にとらわ
れることなく、新たな政策評価の手法の導入や意思決定過程における活用方法等の試行的な取
組を実施するなどの創意工夫を行うこととした。
これを踏まえ、令和５年
度は、図表７－22のとお
り、政策体系を見直した上
で、８の基本目標について
22の業績目標を設定し、
このうち７の業績目標につ
いて目標管理型の政策評価
を実施した（注）ほか、平成
30年４月に成立した古物
営業法の一部を改正する法
律の施行に伴い改正された
規制について、事後評価を
実施した。
また、政策評価の実施に
当たっては、警察庁政策評
価研究会を開催し、政策評
価や警察行政に知見を有す
る有識者の専門的な意見を
取り入れることで、客観性
の確保に努めている。

図表７－21 令和５年度中の開示請求等の件数
（個人情報保護）

開示請求 決定
全部開示 一部開示 不開示

国家公安委員会 1 0 0 1
警察庁 12 3 1 6
注：�開示請求の受理後に請求が取り下げられたもの、請求に対する決定が

次年度以降に繰越しとなったものなどが含まれることから、開示請求
の件数と請求に対する決定の合計数は異なっている。

図表７－22 政策体系（国家公安委員会・警察庁）

基本目標 業績目標

１  総合的な犯罪防止に向けた取組の推進

２  現場執行力の強化

３  子供の性被害防止対策の推進

１  重要犯罪等の検挙向上

２  政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化

３  科学技術を活用するなどした緻密かつ適正な捜査の推進

１  犯罪組織の存立基盤の弱体化

２  特殊詐欺等の検挙対策及び被害防止対策の推進

３  国際組織犯罪対策の推進

１  歩行者・自転車利用者等の安全確保

２  運転者対策の推進

３  道路交通環境の整備

１  重大テロ事案等を含む警備犯罪への的確な対処

２  警察庁と都道府県警察が一体となった的確な警衛・警護の実施

１  サイバー事案対策の推進

２  サイバー空間の脅威への対処に係る基盤の強化

１  先端技術・デジタル技術等の活用による警察活動の高度化・合理化

２  警察情報通信基盤の強化

１  犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実

３  災害への的確な対処

４  対日有害活動、国際テロ等の未然防止及びこれら事案への的確な対処

４  外国人等との共生社会の実現へ向けた取組の推進

１  市民生活の安全と平穏の確保

３  組織犯罪対策の推進

４  安全かつ快適な交通の確保

５  国の公安の維持

６  デジタル社会の安全・安心の確保

７  犯罪被害者等の支援の充実

８  警察活動の基盤の強化

２  犯罪捜査の的確な推進

注：図表７－22中、背景が灰色の業績目標について、目標管理型の政策評価を実施
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3第 節
国際的な協力関係の 
構築

（１）国際的な犯罪に対する外国治安機関等との連携
①　ASEAN加盟国、G7各国等との連携
警察では、国際テロ対策、国際組織犯罪対策、サイバー
セキュリティ対策等の分野において、外国治安機関等との
協力関係の強化に取り組んでいる。
令和５年（2023年）８月には、第13回ASEAN＋３国
際犯罪閣僚会議（注１）及び第８回日・ASEAN国際犯罪閣僚会
議が開催され、テロ、サイバー犯罪、特殊詐欺等の国際犯
罪対策について議論した。また、同年12月には、G7茨城
水戸内務・安全担当大臣会合（注２）が開催され、国際組織犯
罪対策やテロ対策等について議論した。
②　二国間等の連携
警察では、テロや組織犯罪等の国際的な犯罪対策におい
て我が国と関わりの深い国の治安機関等との間で協議を行
うなどして協力関係を深めている。令和５年（2023年）７
月には、韓国・ソウルにおいて、第６回日中韓警察局長級
会議を開催し、日中韓警察間の共通の課題について議論し
た。
また、同年５月には、警察庁長官がブラジル連邦警察長
官の表敬訪問を受けるなど、治安分野における外国政府・
機関との関係深化を図ったほか、同年３月にはベトナム・ハノイにおいて、ベトナム公安省と
の間で第７回日越治安当局次官級協議を開催した。

（２）治安に関係する国際約束の締結
刑事共助条約（協定）は、捜査共助の実施を条約上の義務とすることで捜査共助の一層確実な

実施を期すとともに、捜査共助の実施のための連絡を外交当局間ではなく、条約が指定する中央
当局間で直接行うことにより、手続の効率化・迅速化を図るものである。これまでに米国、韓国、
中国、香港、EU、ロシア及びベトナムとの間で締結している。また、犯罪人引渡条約は、日本
で犯罪を犯し国外に逃亡した犯罪人等を確実に追跡し、逮捕するため、一定の場合を除き、犯罪
人の引渡しを相互に義務付けるものであり、これまでに米国及び韓国との間で締結している。

（３）国際協力の推進
①　海外の警察に対する支援
警察庁では、我が国の警察の知見や特性を生かすことができる国及び分野において、外務省や
JICAと協力し、専門家の派遣や研修員の受入れを通じた海外の警察に対する支援を行っている。

ASEAN＋３国際犯罪閣僚会議の様子

第６回日中韓警察局長級会議の様子

注１：ASEAN（Association of Southeast Asian Nations：東南アジア諸国連合）加盟国に日本、中国及び韓国を加えた治安機関の閣僚が
参加する会議

２：G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合の開催については、32頁参照（トピックスⅣ）
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ア　インドネシア国家警察改革支援プログラム
平成13年（2001年）以降、「インドネシア国家警察改革
支援プログラム」を実施しており、国家警察長官アドバイ
ザー兼プログラム・マネージャーを含む専門家を派遣して
いる。平成24年10月から令和４年９月にかけて、「市民警
察活動（注１）」を全国展開させるため、交番制度の普及、現
場鑑識活動等に関し協力・支援を行ってきた。また、令和
４年10月からは、これまで培ってきた「市民警察活動」を
更に発展させ、犯罪抑止対策に関する新たな支援を開始し、
専門家として３人の我が国警察官が現地で活動している（令
和６年４月末現在）。

イ　研修員の受入れ
警察では、知識・技術の移転及び諸外国との情報交換の促進を図るため、都道府県警察にお
ける実地研修、警察大学校国際警察センターにおけるセミナー等を行っている。令和５年中は、
10課目の研修を実施し、アジア、アフリカ、中南米等の各国・地域から、警察幹部を含む125
人の研修員を受け入れた。

ウクライナ国家警察の警察官等への研修

警察では、戦禍に直面するウクライナ国家警察への支援の一環と
して、UNDP（注２）が鑑識や検視に携わるウクライナ国家警察の警察
官等に対して実施した研修に協力した。

研修は、令和５年７月10日から14日にかけて及び同年10月２
日から６日にかけての２回実施され、我が国における一般的な鑑識
や検視の手法等について講義を行ったほか、東日本大震災等の経験
を踏まえた大規模災害下での御遺体の身元確認等に関する知見を共
有した。

ウクライナ国家警察の警察官等が福島県警察
の職員から説明を受ける様子

②　国際緊急援助活動
我が国は、外国で大規模な災害が発生し、被災国政府又は国際機関の要請があった場合、被
災地に国際緊急援助隊を派遣しており、警察も国際緊急援助隊の救助チームの一員として国際
緊急援助活動を行っている。警察では、国際緊急援助隊の派遣に関する法律が施行された昭和
62年（1987年）以降、延べ313人の隊員を延べ17の国・地域に派遣し、被災者の捜索・救助
等を行った。例えば、令和５年（2023年）２月にトルコ南東部で発生したマグニチュード7.8
の地震に際して派遣された国際緊急援助隊・救助チームには、警察職員23人及び警備犬４頭が
参加し、建物倒壊現場での被災者の捜索・救助活動に従事した。

（４）国際的な警察活動に関する基盤整備
警察では、警察大学校国際警察センターにおいて、言語別の語学研修や国際捜査、国際協力
に関する研修の実施等により、通訳人となる警察職員や国際捜査、国際協力に知見を有する警
察職員を育成しているほか、各都道府県警察においても、民間の通訳人の確保や世界各国・地
域の文化・宗教、外国人等に係る各種制度等に関する理解を促進するための研修に積極的に取
り組むなどして、国際的な警察活動に関する基盤整備を推進している。

専門家による質屋への防犯指導の様子

注１：地域住民との対話や地域社会との協働を通じ、市民の信頼を得ながら民主的に行う警察活動
２：United Nations Development Programme（国連開発計画）の略

225

第3節：国際的な協力関係の構築 

第
７
章
警
察
活
動
の
支
え

警察白書 R6_224-225_7章3節.indd   225警察白書 R6_224-225_7章3節.indd   225 2024/07/01   9:41:012024/07/01   9:41:01



線
前
最
の
動
活
察
警

国民と警察を結ぶ「音のかけ橋」音楽隊
三重県警察本部警務部総務課広報室広報係（三重県警察音楽隊楽長）

伊藤　由樹

三重県警察音楽隊は、昭和30年に創設され、令和７年に70周年を
迎えます。
現在、26名の隊員は、警察本部や警察署で勤務しながら、音楽隊を
兼務しており、私も、平成13年の入隊以来、警察署、交通機動隊等と
兼務してきました。現在は、総務課広報室で勤務しながら、楽長とし
て音楽隊で活動しています。
全隊員が兼務であるため、本務の都合もあり十分な活動時間を確保
することが難しいですが、移動中に次回の広報・啓発イベントの打合
せをしたり、合奏練習に参加できなかった隊員に録音データを提供し
て意思統一を図ったりすることで、より良いイベントとなるように創
意工夫しながら活動しています。
また、音楽隊は、幅広い年齢層の聴衆に向けて多種多様な曲を演奏するので、十分な準備が求められますが、「素
敵な演奏をありがとう。事故に遭わないように気を付けるよ」といった激励の声に力をいただいています。
警察は、近寄りがたいイメージを持たれがちですが、私たち音楽隊は、警察を身近に感じてもらえる演奏を通じて、
警察活動への理解と協力を得ることを任務としています。国民の皆さんが事故や犯罪被害に遭うことのない安全・安
心な地域社会の実現のため、国民と警察を結ぶ「音のかけ橋」として、これからも貢献してまいります。

情報システムの自主開発で警察活動の基盤を支える
新潟県警察本部警務部情報管理課システム開発係

樋口　彰剛

社会全体のデジタル化が急速に進む中で、国民の安全・安心を守る
ためには、犯罪捜査をはじめとする各種警察活動に情報通信技術をう
まく取り入れるなど、警察においてもDXを推進することが求められ
ています。
新潟県警察では、まだ警察共通基盤に集約されていない業務のシス
テム化や、細かな業務の効率化のための情報システムの多くを、自主
開発により実現しています。
情報システムは、法令改正や社会情勢の変化、新たな犯罪への対応
等のため、頻繁に機能追加や改修が求められます。特に、法令改正が
あるときには、短期間での改修が必要となる場合がありますが、自主
開発であるというメリットを活かし、スピーディーかつ臨機応変な対応が可能です。
また、自主開発は、開発者と利用者の双方が警察職員であるため、互いの距離感が近く、「こんな情報システムが
あるといい」、「もっと使いやすくしてほしい」などの意見を直接聞くことができるほか、情報システムを利用する職
員の業務を実際に見ることで、課題やニーズを把握し、改善することが可能です。利用者から「とても便利になった。
ありがとう」と感謝いただくことも多く、自分の仕事への反応が分かりやすいことも魅力です。
私は、情報システムの自主開発を通じて警察業務の合理化・高度化を実現することにより、職員の負担を軽減し、
警察活動に専念できる環境を整備することが国民の安全・安心の確保と治安の維持に寄与すると信じ、日々業務に臨
んでいます。

226

警察白書 R6_226_7章-最前線.indd   226警察白書 R6_226_7章-最前線.indd   226 2024/07/01   9:40:402024/07/01   9:40:40


